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視覚障碍者も利用可能なウェブアクセシビリティ自動分析ソフト

ウェアの開発 
 

諸熊浩人†1 内田優雨†1 

 

概要：多くの情報がウェブで提供されるようになったことを背景に，障害者でもウェブにアクセスできること，すな
わちウェブアクセシビリティが注目を集めている．これに加えて昨今では，視覚障碍者を中心とした就労の選択肢と
して，ウェブアクセシビリティの向上に向けた支援の門戸が開かれている．しかし，視覚障碍者がウェブアクセシビ

リティの向上に向けた支援を効率よく，且つ高い品質で取り組むためには，「既存のウェブアクセシビリティ検証ツ
ールを使うことができない」などの課題を解決することが必要である．本論では，開発したウェブアクセシビリティ
の自動分析ソフトウェアが，これらの課題への解決に寄与できることを述べる． 

 

キーワード：ウェブアクセシビリティ, 視覚障害, 自動分析, ソフトウェア, 就労, 品質管理 

 
 

1. はじめに   

 平成 26 年 10 月，衆参一致により可決された「障碍者差

別解消法」が，平成 28 年 4 月より施行された[1]．これを

受けて，自治体や公共的なサービスを担う企業を中心に，

障害を持つ利用者にも，製品やサービスを利用できるよう

に配慮する動きが広がりを見せている． 

こうした要求に応えるために，障害を持つ利用者にも製

品やサービスを利用できるように配慮，設計するための指

針が，「日本工業規格 JIS X 8341」として規定されている[2]．

ウェブコンテンツを対象とした「JIS X 8341-3:2016（以降，

必要に応じて「規格」と記す）」は，特に注目されている． 

加えて昨今では，企業に在籍する視覚障碍者が，ウェブ

サイトのアクセシビリティ評価や，開発支援に参加する動

きも現れている．このような取り組みは，使いやすいウェ

ブサイトの普及と共に，障碍者によるアクセシビリティコ

ンサルタントという就労の選択肢を広げることに寄与する． 

しかし，障碍者がアクセシビリティのコンサルティング

に取り組むためには，さまざまな課題を解決することが必

要となる． 

そこで筆者は，視覚障碍者にも利用することが可能な，

ウェブアクセシビリティ自動分析ソフトウェアを開発した．

このソフトウェアを活用することで，今まで困難であった

品質や効率の向上が可能となり，障碍者の就労の機会獲得

に寄与できることを期待する． 

本論では，障碍者がウェブアクセシビリティへのコンサ

ルティングに取り組む場合に生じる課題，及び，開発した

ソフトウェアによる解決方法について，視覚障碍者による

事例を交えて述べる． 

2. 用語の定義 

2.1 アクセシビリティコンサルティング 

 本論では，ウェブサイトが，障碍者にも利用可能である
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か否かを点検し，検出された問題点や改善方法を報告する

ことを「アクセシビリティコンサルティング」と称する． 

2.2 障碍者・視覚障碍者 

 本論では，身体，認知などの機能に障害を持つ利用者を

「障碍者」と称する．また，障碍者の内，視覚に障害を持

つ利用者を「視覚障碍者」と称する． 

※なお本論では，スクリーンリーダーなどによる誤認識を

防ぐことを目的として，「障碍者」を「障がい者」と表記す

る記法は用いない． 

3. 障碍者によるアクセシビリティコンサルテ

ィングにおける課題 

 本論で挙げる課題は，以下の 3 点である． 

 アクセシビリティコンサルティングを行うために活

用できる手段が限定されている 

 一般に普及しているアクセシビリティコンサルティ

ングを支援するソフトウェアを使うことができない 

 専門家評価において必要とされる，品質コントロー

ルや作業の効率化に困難を伴う 

 

3.1 アクセシビリティコンサルティングを行うために活

用できる手段が限定されている 

 第 1 の課題は，本来であれば複数の手法の中から選択，

あるいは組み合わせて活用できるアクセシビリティコンサ

ルティングの手法が，障害の程度によって制約されること

である． 

アクセシビリティコンサルティングに用いる手法とし

て， JIS X 8341-3:2016 には，「観察」，「利用者評価」，「資

料的論拠」，「測定及び自動化試験」，そして「専門家評価」

の 5 つが紹介されている．しかし，これらの手法の中には，

障碍者自身がアクセシビリティコンサルティングを実施す

る場合に困難を伴うものがある． 

例えば，「観察」及び「利用者評価」は，障碍者が被験者
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となってウェブサイトを利用する様子を，第三者が確認す

る手法であるため，利用者の様子を視認する，あるいは，

発話を聞き取ることの困難な障碍者は実施することができ

ない． 

また，「資料的論拠」では，ウェブブラウザーや支援技術

の仕様，あるいは利用者評価の結果を記した報告書などを

利用するが，資料内の図に十分な説明が付与されていない

などの問題が発生し，障碍者が活用する際に困難を伴う． 

3.2 一般に普及しているアクセシビリティコンサルティ

ングを支援するソフトウェアを使うことができない 

 第 2 の課題は，アクセシビリティコンサルティングの手

法の 1 つである「測定及び自動化試験」を，障碍者が活用

できないことである． 

JIS X 8341-3:2016 には，自動評価ソフトウェアを用いて

ウェブサイトのアクセシビリティを分析する「測定及び自

動化試験」が紹介されている．そのような，自動評価ソフ

トウェアは，既に複数の企業や公的機関から提供されてい

る． 

しかし，現在のソフトウェアの多くは，障碍者による利

用を十分に考慮して設計されていない．このため，ウェブ

サイトの分析に必要な操作ができないなどの問題が発生し

ている． 

例えば，現在広く利用されている総務省のウェブアクセ

シビリティ評価ツール「MiChecker」は，指定したウェブペ

ージに対して，アクセシビリティ上の問題点を指摘するソ

フトウェアである[3]．しかし，視覚障碍者が利用する時に

は，以下に挙げる問題が生じる． 

 検証するウェブページを探すためにウェブサイトを

巡回している時，メニューバーにアクセスできなく

なる．このため「アクセシビリティ検証」や「終

了」をキーボード操作のみで実行するためには，ウ

ェブサイトの先頭か末尾に到達するまで TAB キーな

どを打鍵しなければならない． 

 MiChecker には，「アクセシビリティ検証」などの機

能にアクセスするためのショートカットキーが設け

られている．しかし，いくつかのショートカットキ

ーは，スクリーンリーダーを制御するためのショー

トカットキーと重複しているため，実行することが

できない． 

 「アクセシビリティ検証」を実行すると，ウェブペ

ージの先頭から，選択したリンクに到達するまでの

所要時間に応じて，当該箇所が着色表示される．し

かし，スクリーンリーダーを用いた場合，ウェブペ

ージ本来の色か，検証結果による着色かを識別する

ことができない．また，所要時間は数値でも表示さ

れているが，それをスクリーンリーダーで認識する

ことができない． 

 

 

図 1  MiChecker 画面 

 

3.3 専門家評価において必要とされる，品質コントロー

ルや作業の効率化に困難を伴う 

 第 3 の課題は， 3.1. 節，及び 3.2. 節で述べた課題が存

在することによって，アクセシビリティコンサルティング

として要求される，品質のコントロールや，作業の効率化

が困難となることである． 

JIS X 8341-3:2016 には，アクセシビリティコンサルティ

ングの手法として，「専門家評価」も紹介されている．障碍

者が専門家評価を実施する利点は，自身が持つウェブサイ

トの利用や制作に対する知見を活用できることである．こ

のため，健常者が気づきにくい観点も含めたコンサルティ

ングを行うことができる． 

このように，専門家評価は，評価者が持つ知見で評価を

行う手法であるが，評価者の一方的な主観が混入する可能

性のある手法でもある．この対策として，一般的な専門家

評価では，「資料的論拠」や「測定及び自動化試験」などの

手法を組み合わせて，評価結果に対する信頼性を向上させ

ている．ところが， 3.1. 節，及び 3.2. 節で述べた通り，

障碍者は活用できるアクセシビリティコンサルティングの

手法に制約を受けている．このため，専門家評価に対する

信頼性を向上させることに困難を伴う． 

例えば，達成基準「1.1.1 代替えテキスト」の点検を行う

場合に，健常者は，最初に検証ツールを用いて，代替えテ

キストの設定されていない画像を含めた全ての画像を点検

し，続いて，ウェブサイトを目視しながら，画像に設定さ

れている代替えテキストの妥当性を点検する．これに対し

て視覚障碍者は，音声ブラウザーを用いてウェブサイトを

巡回し，画像に設定されている代替えテキストの妥当性を

点検する．しかし，音声ブラウザーは，代替えテキストの

設定されていない画像を自動的に読み飛ばすため，視覚障

碍者は代替えテキストが設定されていない画像を見落とす

場合がある． 

さらに，専門家評価は，人がウェブサイトを点検する手
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法であるため，作業には人的・時間的コストが必要である． 

この対策として，健常者によるアクセシビリティコンサ

ルティングでは，「測定及び自動化試験」を用いて作業を効

率化することができる．しかし， 3.2. 節で述べた課題があ

るため，障碍者はこの手法を活用することができない． 

4. ウェブアクセシビリティ自動分析ソフトウ

ェアの開発 

筆者は，視覚障碍者にも利用の可能な，ウェブアクセシ

ビリティの自動分析ソフトウェア「WAIV」を開発した[4]．

このソフトウェアを活用することで，視覚障碍者の多くは，

3 章で述べた課題の解決が可能となる． 

WAIV は，入力されたウェブサイトの文書構造を解析し，

規格で要求されているアクセシビリティが確保されている

か否かを判定，レポートを出力するソフトウェアである．

これによって，利用者はウェブサイトの URL を入力し，評

価開始ボタンを押すだけで，ウェブアクセシビリティへの

対応状況を点検することが可能となる． 

 

 

図 2 分析結果概要画面 

 

この WAIV が，3 章で挙げた課題の解決に寄与できるポ

イントは，以下に挙げる 2 点である． 

4.1 視覚障碍者へ向けた配慮 

 第 1 のポイントは，視覚障碍者が利用できるようにソフ

トウェアを開発したことである． 

WAIV の開発に当たっては，「ソフトウェア AUI ユーザ

ビリティガイドライン」に基づき，視覚障碍者が常用する

スクリーンリーダーの仕様や，キーボード操作への配慮を

施した[5]． 

例えば，WAIV の GUI は，「Internet Explorer」のコンポー

ネントを用いて実装した．これによって WAIV は，一般に

普及している全てのスクリーンリーダーで操作可能となる． 

また，WAIV でウェブサイトを分析している時に実施して

いるステータスバーへのテキスト表示について，スクリー

ンリーダー利用時には効果音による通知のみとできるよう

にした．これは，ステータスバー表示内容の更新の間隔が

短いため，その変更を逐次スクリーンリーダーが読み上げ

ることは好ましくないためである． 

これらの配慮により， 3.2. 節で述べた課題を解決し，視

覚障碍者によるアクセシビリティコンサルティングでも，

「測定及び自動化試験」を行うことが可能となる． 

さらに，視覚障碍者が「専門家評価」と「測定及び自動

化試験」とを併用することが可能となるので， 3.3. 節で述

べた，専門家評価において必要とされる，品質コントロー

ルや作業の効率化への解決にも寄与できる． 

4.2 視覚障碍者の視点で設計した評価基準 

 第 2 のポイントは，視覚障碍者によるウェブサイト閲覧

時の行動に基づいて，分析に用いる評価基準を設計したこ

とである． 

例えば，WAIV には「ウェブページにはページタイトル

を設定する」という独自の評価基準を定めている．これに

は，以下に挙げる 2 つの観点が存在する． 

 音声ブラウザーでウェブページを閲覧する時，ペー

ジタイトルは常に最初に読み上げられるテキストで

ある． 

 利用者がウェブページをブックマークに登録する時

に，ページタイトルのテキストが使用される． 

 

このように，視覚障碍者によるウェブサイト閲覧時の行

動に基づいた評価基準を導入することで，評価に対する信

頼性を向上させることができる．その理由は以下に挙げる

2 点である． 

 JIS X 8341-3:2016 では，設計したウェブサイトが実

際に障害者に利用可能であることが要求されてい

る． 

 評価基準が，ウェブアクセシビリティへの対応に必

要である根拠を，規格に精通していない担当者でも

理解のできる形で説明することが可能になる． 
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図 3  WAIV 評価結果画面 

 

5. 今後の展望 

ウェブアクセシビリティを向上させるために，障碍者が

参加することは有益である．このことから，1 章で述べた，

アクセシビリティコンサルティングに取り組む障碍者は今

後増加することが期待される．このため，WAIV の普及・

啓発活動を通じて，アクセシブルなウェブサイトのさらな

る発展に貢献する． 

また，ウェブアクセシビリティの向上に取り組むために

は，視覚以外の身体障碍者や，知的障碍者等の参加も不可

欠である．このため，今後は，他の障碍者による利用状況

を反映した評価基準を WAIV に導入することや，他の障碍

者への利用に配慮したインタフェースを検討し，誰もが利

用できるウェブアクセシビリティ向上支援システムの開発

を目指す． 
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